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各 位 

 

会 社 名  日清食品ホールディングス株式会社 

代表者名  代表取締役社長・ＣＥＯ 安藤宏基 

（コード番号 2897 東証･大証第一部） 

問合せ先     執行役員・ＣＡＯ 佐々木智 

電  話         (03)3205-5050(代表) 

 

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について 

 

 当社は、当初平成19年 4月 23日開催の当社取締役会において、株主の皆様のご承認を条件として、

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を導入することを決議し、同年 6月 28

日開催の当社定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただきました。その後、平成 22 年 5 月 

21 日開催の当社取締役会において、株主の皆様のご承認を条件として、同対応策の更新を決議し、

同年 6 月 29 日開催の当社定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただきました（以下、更新

後の対応策を「旧プラン」といいます。）。旧プランの有効期限は、平成 25 年 6 月開催予定の当社定

時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）の終結の時までとなっております。 

 当社は、当社を取り巻く社会・経済情勢の変化等を勘案しつつ、企業価値ひいては株主共同の利益

の確保・向上の観点から、旧プラン更新の是非を検討しました結果、平成 25 年 5 月 24 日開催の当社

取締役会において、本定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として、以下のとおり旧プラ

ンを更新（以下、更新後の対応策を「本対応策」といいます。）することを決議いたしましたので、

お知らせいたします。 

 本対応策への更新にあたり、一部語句の修正・整理等を行っておりますが、基本的なスキームにつ

いて変更はございません。 

 なお、決議にあたっては、当社監査役 4名（うち 3名は社外監査役）の全員が出席し、いずれの監

査役も、本対応策の具体的運用が適正に行われることを条件として本対応策に賛同する旨の意見を述

べております。 

 

第 1 本対応策の目的 

 

 本対応策は、公開買付け等の当社株式を対象とする大規模な買付行為が、当社の企業価値及び

株主共同の利益に重大な影響を及ぼす場合において、当社の企業価値及び株主共同の利益を確

保・向上させるため、当該買付行為に適切な対応を行うことを目的としております。 
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第 2 当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて 

 

当社は、創業者が掲げた「食足世平」、「美健賢食」、「食創為世」及び「食為聖職」の４つの言

葉を変わることのない創業の価値観と捉え、グローバルに「食」の楽しみや喜びを提供すること

で、社会や地球に貢献する「ＥＡＲＴＨ ＦＯＯＤ ＣＲＥＡＴＯＲ」をグループ理念とし、そ

の体現を目指しています。 

前中期経営計画「ＵＦＰ２０１２」ではイノベーション＆マーケティング力をコアドライブに、

国内事業の徹底した付加価値の訴求と海外事業の収益基盤の構築を推進しました。 

その結果、売上高の伸長は実現できたものの、東日本大震災の発生も影響し、計画数値を達成

することはできませんでした。しかしながら、この期間で国内事業の収益力向上と海外事業の成

長に向けた基盤構築は実現でき、新しい中期経営計画に繋がる実りある時期であったと考えてい

ます。 

本年度からの３カ年では「中期経営計画２０１５」（以下「本中計」といいます。）に取り組ん

でいきます。 

本中計では「グローバルカンパニーへの推進」をテーマに、１．国内事業の収益力強化、２．

海外事業での成長加速、３．プラットフォーム機能の強化に取り組みます。 

国内事業ではグループの力を活用した、新しい収益モデルの確立を行います。具体的には①新

たなビジネスモデル（ハイスピードブランディングシステム）の導入、②グループ会社の共同購

買・共同物流等によるコスト削減を行います。 

海外事業では①成熟市場、②成長市場、③新規市場別に事業モデルの確立を行います。 

① 成熟市場とは、欧州や北米など、めん文化が根づいた今後さらなる強化・効率化によって

収益性改善が望まれる地域のことで、北米では特定顧客層に注力した日清食品ブランドの

強化と価値提案による収益確保を目指し、欧州では既存展開国での収益改善と展開エリア

の拡大を図ります。 

② 成長市場とは中国・東南アジア・インド及びその周辺を指し、元々めん文化が根づいてお

り、人口も多く即席めん市場の一層の拡大が見込まれる市場のことです。中国では圧倒的

なシェアをもつ香港地区を中心にカップヌードルの収益力強化に努めるとともに、華南で

の成功モデルを華東・華北・西南地域へ展開します。また、アジア地域では特定顧客層・

地域に注力し、その領域でブランディングを行った上で、ボリュームゾーンでシェアの拡

大と横展開を進めていきます。 

③ 新規市場とはアフリカや南米など、成長市場と同様に需要拡大の可能性はあるものの、め

ん文化が根づいておらず、今後市場性を見極めていく必要のある地域を指し、既存の拠点

を活用した地理的拡大に取り組んでいきます。 

当社グループは今後もこうしたグローバル戦略の着実な遂行を通じて、持続的な成長を実現し、

企業価値の向上及び株主共同の利益の 大化に努めます。 

 

第3 本対応策導入の必要性 

 

 当社は、大規模買付者（後記第 5 第 1 項において定義されます。）により大規模買付行為（後
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記第 5 第 1 項において定義されます。）が行われる場合、これを受け入れて大規模買付行為に応

じるか否かの判断は、 終的には株主の皆様ご自身の判断に委ねられるべきものであると考えて

おります。 

 しかしながら、大規模買付行為は、それが成就すれば、当社の事業及び経営の方針に直ちに大

きな影響を与えうるものであり、当社の企業価値及び株主共同の利益に重大な影響を及ぼす可能

性を内包しております。また、近時の日本の資本市場と法制度の下においては、先に述べた当社

の企業価値の根幹を脅かし、当社の企業価値及び株主共同の利益に明白な侵害をもたらすような

大規模買付行為がなされるおそれも、決して否定できない状況にあります。 

 そこで、当社としては、大規模買付行為が行われようとする場合、大規模買付者に対して大規

模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益に及ぼす影響を適切に判断する必要かつ十分

な情報を提供するように求めること、大規模買付者の提案する事業及び経営の方針等が当社の企

業価値及び株主共同の利益に与える影響を当社取締役会が検討・評価して株主の皆様の判断の参

考に供すること、さらに、場合によっては、当社取締役会が大規模買付行為又は当社の事業及び

経営の方針等について大規模買付者と交渉・協議を行い、あるいは当社取締役会としての事業及

び経営の方針等に関する代替案を株主の皆様に提示するというプロセスを確保するとともに、当

社の企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害を防止するため、大規模買付行為に対する

対抗措置を準備しておくことも、株主の皆様に対する責務であると考えております。 

 当社は、かかる見解を具体化する施策として本対応策を導入し、以下のとおり、大規模買付者

が従うべき一定の情報提供等に関する手続並びに大規模買付者が当該手続を遵守しない場合又

は大規模買付行為によって当社の企業価値及び株主共同の利益が毀損される場合に当社がとり

うる対抗措置発動の要件、手続及び内容に関するルール（以下、「大規模買付ルール」といいま

す。）を定めることといたしました。 

 なお、本対応策導入日現在、特定の第三者からの当社株式の大規模買付行為の申入れ、打診等

の事実はございません。 

 

第 4 大規模買付ルールの概要 

 

1 大規模買付ルールの概要 

 

 大規模買付ルールは、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させることを目的とし

て、大規模買付行為に先立ち、大規模買付者に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情

報提供を求めるとともに、当社取締役会がこれらの大規模買付行為に関する情報を検討し、ある

いは大規模買付者との協議を行い、代替案等の検討をするために必要な期間の確保を要請するも

のです。 

 大規模買付者は、当社取締役会及び後記第 2 項のとおり設置される独立委員会の要請に従い、

大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報提供を行い、かつ当社取締役会による合理的な協

議・検討のための期間が確保された場合には、当該期間経過後に大規模買付行為を開始すること

ができます。 

 これに対し、当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールで定められた手続に違反し、
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又は大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく毀損さ

せるおそれがあると認められる場合には、会社法その他の法令及び当社定款によって認められる

相当な対抗措置（以下、「対抗措置」といいます。）の発動を講ずることができるものとします。 

 

2 独立委員会の設置 

 

 当社取締役会は、本対応策を適正に運用し、対抗措置の発動・不発動の是非等について当社取

締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するための機関として、独立委員会を設置し

ます。独立委員会の委員は 3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執

行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役、社外有識者及び外部専門家等の中か

ら選任します。独立委員の具体的な選任基準等の詳細については別紙 1のとおりです。 

 当社取締役会は、大規模買付者から受領した情報及びその分析結果並びに当社取締役会が作成

する代替案等を独立委員会に提供します。独立委員会は、当社取締役会の諮問に基づき、これら

の情報及び自ら必要と認めて入手した情報、並びに外部専門家の意見等を検討し、対抗措置の発

動の是非等について、当社取締役会に対する勧告を行います。 

 なお、当社が本対応策更新に際して独立委員として選任した 3 名の氏名及び略歴については、

別紙 2のとおりです。 

 

第 5 大規模買付ルールの内容 

 

1 大規模買付ルールの適用対象となる大規模買付行為及び大規模買付者 

 

 大規模買付ルールの適用対象となる大規模買付行為（以下、「大規模買付行為」といいます。）

は、以下の①又は②に該当する行為とします。ただし、当社取締役会が、当社の企業価値及び株

主共同の利益に資するものと判断して同意した行為を除きます。 

 

① 当社が発行者である株券等1について、公開買付け2に係る株券等の株券等所有割合3並びに公

開買付者4及びその特別関係者5の株券等所有割合の合計が 20％以上となる公開買付け 

 

② 当社が発行者である株券等6について、保有者7及び共同保有者8の株券等保有割合9が 20％以

                                                  
1 金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項において定義されます。 
2 金融商品取引法第 27 条の 2 第 6 項において定義されます。 
3 金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項において定義されます。 
4 金融商品取引法第 27 条の 3 第 2 項において定義されます。 
5 金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項において定義されます（当社取締役会が同項所定の特別利害関係人に該当する

と認めた者を含みます。）。ただし、同項第 1 号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの

開示に関する内閣府令第 3 条第 2 項で定める者を除きます。 
6 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項において定義されます。 
7 金融商品取引法第 27 条の 23 第 3 項に基づき保有者に含まれる者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含

みます。）を含みます。 
8 金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項において定義されます。なお、同条第 6 項に基づき共同保有者とみなされる者

を含みます。 
9 金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項において定義されます。 
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上となる買付けその他一切の行為 

 

 なお、大規模買付行為を行う者及び大規模買付行為を行おうとする者を、以下において「大規

模買付者」といいます。 

 

2 意向表明書の提出及び必要情報リストの交付 

 

(1) 意向表明書の提出 

 当社は、大規模買付者に対して、大規模買付行為を開始するに先立ち、大規模買付者の名称、

住所又は本店所在地、代表者の氏名、国内連絡先、設立準拠法（外国法人の場合）及び提案する

大規模買付行為の概要を明示し、かつ以下の事項に関する誓約（以下、「誓約文言」といいます。）

を日本語で記載した意向表明書（以下、「意向表明書」といいます。）を、当社の定める書式によ

り提出することを求めます。 

 

① 意向表明書が大規模買付ルールに基づく意向表明書として提出されるものであること 

 

② 大規模買付者は、大規模買付ルールを遵守し、当社取締役会による検討期間（後記第 4 項に

おいて定義される。）が終了するまでの間、大規模買付行為を停止すること 

 

③ 独立委員会の勧告を踏まえ、当社取締役会において対抗措置が決議された場合、大規模買付

者は大規模買付行為に関する提案の撤回を真摯に検討すること 

 

④ 当社が必要と判断する場合に、後記第 4項に定める大規模買付者による提案の概要等の開示

に先立ち、大規模買付者から意向表明書が提出された事実、その他大規模買付行為に関する情

報につき当社が適切な情報開示を行うことに同意していること 

 

⑤ 大規模買付者は、株式取引市場において混乱が生ずることを回避するため、当社取締役会が

後記第 4 項に定める大規模買付者による提案の概要等の開示を行う時点、又はこれに先立ち当

社が大規模買付行為に関する情報開示を行う時点のいずれか早い時点までの間、大規模買付行

為に関する一切の情報を秘密として保持すること（ただし、法令等で開示を義務付けられたも

のを除く。） 

 

(2) 必要情報リストの交付 

 当社は、大規模買付者に対し、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために

必要かつ十分な情報（以下、「必要情報」といいます。）の日本語で記載された書面による提供を

求めます。当社取締役会は、大規模買付者に対し、意向表明書受領後 10 営業日以内に、大規模

買付者から当初提供いただく必要情報のリストを当該大規模買付者に対して交付します。必要情

報の一般的項目については、以下のとおりです。 
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① 大規模買付者及びそのグループの概要（沿革、役員構成、主要業務、主要株主、グループ組

織図、直近 3 カ年の有価証券報告書又はこれに相当する書面、連結財務諸表を含む。） 

② 大規模買付行為の目的及び具体的内容（買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等の方

法の適法性等を含む。） 

③ 大規模買付者の株券等保有割合及び保有株券等の数 

④ 大規模買付行為における当社株券等の取得価格の算定根拠、取得資金の裏付け、並びに資金

調達の具体的内容及び条件 

⑤ 大規模買付者が当社の経営権を取得した場合における当社及び当社グループの経営方針、経

営計画、事業計画、財務政策、資本政策、配当政策、経営権取得後 3 カ年の経営・財務諸表の

目標数値及び算出根拠、並びに役員候補者及びその略歴 

⑥ 大規模買付者と当社の主要取引先との間の従前の取引関係及び競合関係 

⑦ 大規模買付行為実行後における、大規模買付者のグループ内における当社の役割 

⑧ 当社の消費者、主要取引先、従業員、地域社会その他の当社の利害関係者との関係において、

大規模買付行為実行後に予定する変更の内容 

⑨ 現金以外の対価をもって大規模買付行為を行う場合における対価の価額に関する情報 

⑩ 大規模買付者が提供する必要情報を記載した書面の記載内容が重要な点において真実かつ

正確であり、重要な事実につき誤解を生ぜしめる記載又は記載の欠落を含まない旨の、代表者

による宣誓 

 

3 大規模買付者に対する追加情報等の請求及び大規模買付者との協議 

 

 大規模買付者から意向表明書及び必要情報の提出を受けた場合、当社取締役会は、速やかに意

向表明書及び必要情報を独立委員会に提供するとともに、その内容を精査し、提出された意向表

明書又は必要情報が不十分であると判断した場合には、独立委員会の勧告を考慮した上で、大規

模買付者に対して、合理的な期限を定めて意向表明書に記載された誓約文言の追加若しくは修正

又は追加情報の提出を求めることができるものとします。 

 また、当社取締役会は、当社が必要かつ有益と判断する場合、大規模買付者との間で、大規模

買付行為に関する提案の条件について協議することができるものとします。 

 当社取締役会は、大規模買付者から提供を受けた追加情報並びに大規模買付者との協議の状況

及び結果を、独立委員会に対して速やかに提供します。 

 なお、大規模買付者が提出した意向表明書及び必要情報は、株主の皆様の判断に必要かつ適切

と認められる範囲において、必要かつ適切と認められる時点で開示いたします。 

 

4 大規模買付行為に関する提案の開示、検討及び協議等 

 

 当社取締役会は、独立委員会の勧告を踏まえ、大規模買付者からの意向表明書及び必要情報の

提供が完了したと判断し、かつ株主の皆様の判断のために必要と認める場合には、当社取締役会

が相当と判断する時点において大規模買付者による提案の概要、以下に定める検討期間の開始日

及び終了日、その他当社取締役会が相当と認める事項を株主の皆様に開示します。 
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 当社取締役会は、上記開示日を開始日とし、大規模買付行為が当社株券等のすべてを現金（日

本円）のみを対価として行う公開買付けである場合には開始日から 60 日間、大規模買付行為が

これ以外の行為である場合には開始日から 90 日間を検討期間（以下、「検討期間」といいます。）

として、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点から、大規模買付者から提

出を受けた必要情報の内容を十分に検討し、大規模買付者の提案に対する当社取締役会としての

意見を慎重に取り纏めるものとします。 

 また、当社取締役会は、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善

について交渉及び協議を行うとともに、当社取締役会として、独立委員会及び株主の皆様に対し、

当社の事業及び経営の方針等についての代替案を提示することができます。 

 なお、当社取締役会は、上記の検討及び協議にあたり、当社の費用で必要に応じて独立した第

三者（フィナンシャルアドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント、その他の

専門家を含みます。以下、総称して「アドバイザー等」といいます。）の助言を求めることがで

きるものとします。 

 当社取締役会は、検討期間内に大規模買付行為に対する意見を取り纏めるに至らない場合には、

独立委員会が合理的と認める期間内（原則として 30 日を上限とします。）にわたり検討期間を延

長することができるものとします。ただし、延長を決議した場合には、速やかに具体的な延長期

間及び当該延長の理由を開示するものとします。   

 

5 大規模買付行為に関する提案の修正及び撤回 

 

 大規模買付者が意向表明書又は必要情報に記載された大規模買付行為に関する事項について

重要な修正・変更を提案した場合、当社取締役会は、独立委員会の勧告を踏まえ、当該変更が、

当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものと判断する場合には、大規模買付ル

ールに基づく従前の手続を継続します。 

 他方、当社取締役会が、独立委員会の勧告を踏まえ、前記の重要な修正・変更の提案が、当社

の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものと判断できない場合には、従前の提案内

容に関する従前の手続を中止します。この場合、大規模買付者が修正・変更後の提案について新

たな意向表明書を提出したときは、当社取締役会は、これを新たな大規模買付行為に関する提案

として取り扱い、大規模買付ルールに基づく手続を新たに開始するものとします。 

 

6 独立委員会による勧告 

 

 当社取締役会は、大規模買付ルールを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がな

されることを防止するための機関として、独立委員会を設置します。 

 独立委員会の委員は 3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を

行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役、社外有識者及び外部専門家等の中から選

任します。 

 当社取締役会は、必要情報並びに当社取締役会による必要情報の評価、分析結果及び代替案等

を独立委員会に提供します。独立委員会は、当社取締役会の諮問に基づき、当社取締役会から受
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領した必要情報、これに対する当社取締役会による評価、分析結果及び代替案等を参考にし、①

大規模買付者が提供する情報が十分なものであるか、②大規模買付者が大規模買付ルールを遵守

しているか、③検討期間の延長について必要性及び相当性が認められるか、④大規模買付者によ

る提案の修正・変更が当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものか、⑤対抗措

置の発動要件が満たされるか、⑥対抗措置を発動すべきか否か、⑦対抗措置の発動の中止又は変

更について必要性及び相当性が認められるかについて、適時に当社取締役会に対して勧告を行い

ます。 

 なお、独立委員会は、上記の検討及び協議にあたり、当社の費用で必要に応じて当社取締役会

から独立した第三者（フィナンシャルアドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタ

ント、その他の専門家を含みます。）の助言を求めることができるものとします。 

 また、独立委員会は、当社取締役会から受領した必要情報の内容が不十分であると判断した場

合は、合理的な期限を定めて、大規模買付者に対し、直接又は当社取締役会を通じて、大規模買

付者、必要情報、その他大規模買付行為に関する追加情報を提供するよう求めることができるも

のとします。さらに、独立委員会は、当社取締役会による必要情報の評価、分析結果又は代替案

等の内容が不十分であると判断した場合には、当社取締役会に対して、追加情報や追加資料の提

供を求めることができるものとします。 

 

 当社取締役会は、株主の皆様の判断に必要かつ適切と認められる範囲において、必要かつ適切

と認められる時点で、独立委員会の勧告の内容を開示するものとし、また、独立委員会の勧告を

大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を取り纏めて株主の皆様に開示するものとしま

す。 

 

7 対抗措置の発動 

 

(1) 対抗措置の内容 

 当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールに定める手続に従うことなく大規模買付行

為を行った場合等、大規模買付ルールを遵守しない場合、又は後記(2)に述べる一定の対抗措置

の発動の要件を満たす場合は、新株予約権の無償割当て等の対抗措置の発動を決議することがで

きるものとします。 

 なお、具体的な対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合の概要は、別紙 3 に定める

とおりとします。この新株予約権には、大規模買付者及びその特別関係者等は行使できない旨の

差別的行使条件を付する場合があります。なお、当社は、大規模買付行為への対抗措置として機

動的に新株予約権の発行ができるよう、新株予約権の発行登録を行う場合があります。 

 

(2) 対抗措置発動の要件 

 当社取締役会が、具体的な対抗措置の発動を決議することができるのは、次の各号に定める要

件を具備する場合に限るものとします。 
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① 大規模買付ルールを遵守しない場合 

 大規模買付者が意向表明書を当社取締役会に提出せず、又はその他大規模買付ルールに定める

十分な情報提供を行うことなく大規模買付行為を行った場合、大規模買付者が当社取締役会の検

討期間が経過する前に大規模買付行為を行った場合、その他大規模買付者が大規模買付ルールを

遵守しなかった場合で、当社取締役会が大規模買付ルールを遵守するよう書面にて要請したにも

かかわらず、速やかに違反状態が是正されない場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告を

大限尊重した上で、対抗措置の発動を決議することができるものとします。 

 

② 大規模買付ルールを遵守している場合  

 大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守している場合、当社取締役会が、意向表明書及び必

要情報の内容を検討・評価した結果、当該大規模買付行為に対し反対の意見を有するに至った場

合であっても、当該大規模買付行為につき反対意見を表明し、代替案を提示することにとどめて、

原則として対抗措置の発動を決議しないものとします。 

 ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合であっても、当社取締役会が、検討

期間内において、必要情報及び独立委員会の勧告を 大限尊重した上で、大規模買付者の大規模

買付行為によって、当社の企業価値及び株主共同の利益が著しく毀損されるおそれがあるものと

判断したときは、当社取締役会は、相当な対抗措置の発動を決議することができるものとします。 

 

 具体的には、次の各号のいずれかの類型に該当する場合には、当社の企業価値及び株主共同の

利益を著しく毀損するおそれのある大規模買付行為に該当するものと考えます。 

 

a 真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株

式を当社関係者に引き取らせる目的で当社株券等の買付を行っていると判断される場

合（いわゆるグリーンメーラー） 

b 当社の経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知的財

産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会

社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で当社株券等の買付を行ってい

ると判断される場合 

c 当社の経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を大規模買付者やそのグ

ループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で当社株券等の買付を行っ

ていると判断される場合 

d 当社の経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に当面関係していな

い不動産、有価証券等の高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な

高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株券

等の高値売り抜けをする目的で当社株券等の買付を行っていると判断される場合 

e 大規模買付者の提案する当社株券等の買付方法が、強圧的二段階買収（ 初の買付で全

株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確に

しないで、公開買付け等の株式買付を行うこと）等、株主の皆様の判断の機会又は自由

を制約し、事実上、株主の皆様に当社株券等の売却を強要するおそれがあると判断され
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る場合（ただし、部分的公開買付けであることをもって当然にこれに該当するものでは

ない。） 

f 大規模買付者による大規模買付行為の実行後における消費者、従業員その他の利害関係

者の処遇方針等により、当社の株主の皆様はもとより、消費者、取引先、従業員、その

他の利害関係者の利益を含む当社の企業価値及び株主共同の利益の毀損のおそれ又は

当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を妨げるおそれがあると合理的な根拠

をもって判断される場合 

g 買付の条件（対価の価額・種類、買付の時期、買付方法の適法性、買付実行の実現可能

性、買付後における消費者、取引先、当社従業員、その他利害関係者の処遇方針等を含

む。）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当な買付であると合理的な根拠をもっ

て判断される場合 

 

(3) 対抗措置発動の手続 

 当社取締役会は、具体的な対抗措置の発動を決議するにあたっては、当社取締役会の判断の客

観性及び合理性を担保するため、独立委員会の勧告を 大限尊重し、また、アドバイザー等の意

見も考慮するものとします。 

 当社取締役会が対抗措置の発動に関する決議を行った場合には、速やかに当該決議の概要その

他当社取締役会が相当と認める事項を株主の皆様に開示します。 

 なお、当社取締役会が対抗措置の発動決議を行った後に、大規模買付者が大規模買付行為の撤

回又は変更を行った場合等、当社取締役会において対抗措置の発動が適切でないと判断する場合

には、独立委員会の勧告及びアドバイザー等の意見を踏まえた上で、対抗措置の発動の中止又は

変更（対抗措置として新株予約権の無償割当ての実行を決議した場合の当該無償割当ての中止、

新株予約権の無償割当ての実行後における当該新株予約権の無償取得等を含みますが、これに限

定されません。）を行うことができるものとします。 

 

(4) 大規模買付行為に関する提案の撤回の申し入れ 

 当社取締役会において対抗措置の発動が決議された場合、当社取締役会は、大規模買付者に対

して、必要情報に記載された大規模買付行為に関する提案を撤回するよう申し入れます。 

 大規模買付者は、かかる撤回の申し入れを真摯に検討するものとします。 

 

8 本対応策の有効期間、廃止及び変更 

 

 本対応策の発行及び有効期間は、平成 25 年 6 月 26 日開催予定の本定時株主総会の終結の時から

平成28年6月開催予定の平成28年3月期に関する当社の定時株主総会の終結の時までとします。

ただし、当社取締役会は、本定時株主総会において、株主の皆様の意思を確認するために本対応

策の承認を議案として提出するものとし、これについて株主の皆様の賛同が得られなかった場合

には、その時点で本対応策は廃止されるものとします。 

 また、上記の有効期間満了時に大規模買付者が出現している場合には、本対応策は、当該時点

において当該大規模買付者が企図する大規模買付行為に対して合理的な措置をとる範囲内で、な
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お効力を有するものとします。 

 本対応策は、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本対応策を廃止する旨の

決議が行われた場合、又は当社取締役会において本対応策を廃止する旨の決議が行われた場合に

は、当該決議の時点をもって廃止されるものとします。 

 当社取締役会は、今後の法令の改正、司法判断の動向、当社が上場する金融商品取引所その他

の公的機関の見解等を踏まえ、本対応策の変更が望ましいものと判断した場合には、当社の企業

価値及び株主共同の利益の確保・向上のために、本対応策を変更することができるものとします。 

 

第 6 本対応策の合理性について 

 

1 買収防衛策に関する指針等の要件を充足していること 

 

 本対応策は、経済産業省及び法務省が平成 17 年 5 月 27 日に公表した「企業価値・株主共同の

利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」に定める三原則（①企業価値・株主共同

の利益を確保・向上するものであること、②事前に開示し、株主意思に依拠したものであること、

及び③必要性、相当性を備えるものであること）を充足しています。また、本対応策は、経済産

業省企業価値研究会が平成 20 年 6 月 30 日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛

策の在り方」を踏まえた内容となっております。 

 

2 企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的としていること 

 

 本対応策は、株主の皆様をして大規模買付行為に応じるか否かについての適切な判断を可能な

らしめ、かつ当社の企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害を防止するために、大規模

買付者が従うべきルール、並びに当社が発動しうる対抗措置の要件及び内容を予め設定するもの

であり、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的とするものです。 

 また、大規模買付ルールの内容並びに対抗措置の内容及び発動要件は、当社の企業価値及び株

主共同の利益の確保・向上という目的に照らして合理的であり、当社の企業価値及び株主共同の

利益の確保・向上に資するような大規模買付行為までも不当に制限するものではないと考えます。 

 

3 本対応策について継続的な開示を行うこと 

 

 当社取締役会は、関係法令の整備、他社の動向等を踏まえ、当社の企業価値及び株主共同の利

益の確保・向上の観点から、本対応策について随時見直しを行うこととしており、本対応策につ

き内容の修正、変更又は廃止等を行った場合には、これらについて、速やかに株主の皆様に開示

します。 

 

4 株主意思が反映されていること 

 

 本対応策は、平成 25年 6 月 26 日開催予定の本定時株主総会において議案として提出し、株主



12 

の皆様のご賛同が得られなかった場合には、その時点で廃止されるものとします。また、本対応

策にはその有効期間を 3 年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつその有効期間

の満了前であっても、当社株主総会又は当社株主総会において選任された取締役により構成され

る当社取締役会において本対応策を廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応策は当該時点

で廃止されるものとしますので、株主の皆様のご意向に従い廃止することが可能です。 

 

5 取締役会の判断の客観性・合理性が確保されていること 

 

 本対応策においては、対抗措置の発動等に際して、取締役の恣意的判断を排除し、当社の企業

価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点から客観的に適切な判断を行うための諮問機関

として独立委員会を設置することとしております。独立委員は、厳格な基準の下で選任され（別

紙 1の「独立委員会の構成及び選任基準等」をご参照下さい。）、また、独立委員を解任するには

当社取締役会において出席取締役の 3分の 2以上の賛成によらなければなりませんので（上記別

紙 1をご参照下さい。）、当社取締役会の恣意的な判断を遮断する高度な独立性、公平性が確保さ

れております。また、独立委員会は、大規模買付者が出現した場合、当社の費用負担において、

必要に応じて当社取締役会から独立した第三者（フィナンシャルアドバイザー、弁護士、公認会

計士、税理士、コンサルタント、その他の専門家を含みます。）の助言を受けることができます

ので、独立委員会の実質的な判断の独立性、公平性、中立性及び客観性も担保されております。

当社取締役会は、対抗措置の発動等の決定に先立ち、独立委員会の勧告を得る必要があり、また

当社取締役会はかかる独立委員会の勧告を 大限尊重しなければなりませんので、これにより、

当社取締役会による恣意的判断が排除されることになります。 

 

6 デッドハンド型・スローハンド型の買収防衛策ではないこと 

 

 本対応策は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会によりいつでも廃

止することができますので、大規模買付者は、自己が指名し、株主総会で選任された取締役によ

って構成される当社取締役会の決議により、本対応策を廃止することができます。この意味にお

いて、本対応策は、当社取締役会の構成員の過半数を交代させた場合でも買収防衛策の発動を阻

止できないデッドハンド型買収防衛策には当たりません。また、当社取締役の任期は１年とされ

ているため、本対応策は、取締役の交替を一度に行うことができず、買収防衛策の発動を阻止す

ることが困難なスローハンド型買収防衛策にも該当しません。 

 

第 7 大規模買付ルールが株主及び投資家の皆様に及ぼす影響について 

 

1 大規模買付ルールが株主及び投資家の皆様に及ぼす影響 

 

 大規模買付ルールは、大規模買付者が大規模買付行為を行うにあたって従うべきルールを定め

たものにとどまり、新株予約権その他の株券等を発行するものではありませんので、株主及び投

資家の皆様の法的権利又は経済的利益に影響を及ぼすものではありません。 
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 大規模買付ルールは、当社の株主の皆様をして、必要かつ十分な情報をもって大規模買付行為

について適切な判断をすることを可能ならしめるものであり、当社の企業価値及び株主共同の利

益に資するものと考えます。 

 なお、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより、大規模買付行為に対する当

社の対応が異なる可能性がありますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、大規模買付

者の動向にご注意ください。 

 

2 対抗措置の発動が株主及び投資家の皆様に及ぼす影響等 

 

 対抗措置を発動した場合でも、大規模買付者の法的権利又は経済的利益に損失が生じる可能性

がありますが、それ以外の株主の皆様の法的権利又は経済的利益に格別の損失が生じることは想

定しておりません。当社取締役会が対抗措置の発動を決議した場合は、適用ある法令及び金融商

品取引所規則に従って、適時に適切な開示を行います。 

 対抗措置として株主の皆様に対する新株予約権の無償割当てが行われる場合は、当社取締役会

が決定し公告する基準日における 終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、申込

の手続等を要することなく、その所有株式数に応じて新株予約権が割当てられます。また、新株

予約権の行使に際しては、株主の皆様には、新株を取得するために、所定の期間内に一定の金額

の払込みを行っていただく必要があり、かかる手続を行わない場合は、当該株主の皆様の 1 株当

たりの株式価値が希釈化することになります。ただし、当社が新株予約権を取得し、これと引換

えに当社株式を交付することができるとの取得条項が定められた場合において、当社が取得の手

続を取ったときは、取得の対象となる新株予約権を保有する株主の皆様は、金銭を払い込むこと

なく当社株式を受領することになります（なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、大規

模買付者及び特別関係者等にあたらないこと等を誓約する当社所定の書式による書面をご提出

いただくことがあります。）。 

 また、当社取締役会は、上記第 5 第 7 項(3)に従い、対抗措置の発動の中止又は変更として、

新株予約権の無償割当ての中止又は新株予約権の無償割当ての実行後における当該新株予約権

の無償取得を行うことがありますが、この場合、新たな株式の発行は行われず、当社株式 1 株当

たりの株式価値の希釈化は生じないこととなります。したがって、新たに株式が発行されること

を前提として変動した取引価格にて売買を行った投資家の皆様は、株価変動により相応の損害を

被る可能性があります。 

 なお、割当て方法、名義書換の方法、行使の方法、払込みの方法及び当社による取得の方法等

の詳細につきましては、対抗措置発動の当社取締役会決議後、株主の皆様に対し、相当な方法に

よってお知らせいたします。 

 

以上 

 

※この資料は、次の記者クラブに配布いたします。 

   兜倶楽部（東証）、農政クラブ、東商クラブ 

   大阪証券記者クラブ（大証）、大阪商工記者会 



 

 

別紙 1 独立委員会の構成及び選任基準等 

 

1. 対抗措置発動の運用に際し、当社取締役会の恣意的判断を排除し、当社の企業価値及び株

主共同の利益を確保・向上させるため、下記 8 の基準を満たす社外取締役、社外監査役、

社外有識者及び外部専門家等によって構成される委員会（以下、「独立委員会」といいま

す。）を設置する。 

 

2. 独立委員会は、3名以上の構成員（以下、「独立委員」といいます。）で構成される。 

 

3. 独立委員の選任及び解任は、当社取締役会の決議によってこれを決定する。ただし、当社

取締役会による独立委員の解任決議は、出席取締役の 3分の 2以上の賛成による。 

 

4. 独立委員会の決議は、独立委員の過半数が出席する会議において、出席者の過半数が賛成

する場合に、可決される。 

 

5. 上記 3及び 4 の決議において、議案に関し利害関係を有する独立委員は、決議に参加でき

ず、またその数は定足数より控除される。 

 

6. 独立委員会は、必要に応じて、当社の費用負担において、当社取締役会から独立した第三

者（フィナンシャルアドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント、その

他の専門家を含みます。）に助言を求めることができる。 

 

7. 当社取締役会は、独立委員会から勧告等を受けた場合には、その内容を 大限尊重する。 

 

8. 独立委員の選任基準 

 当社取締役会は、独立委員を、以下に定めるすべての基準を満たす社外取締役、社外監

査役、社外有識者及び外部専門家等の中から選任する。 

(1) 現在及び過去において、当社又は当社の子会社の業務を行う取締役、執行役、従業

員、若しくは監査役、又はこれらの者の親族（「親族」とは、民法第 725 条に定める

親族を意味し、以下同様とします。）ではないこと（ただし、当社の社外取締役及び

社外監査役は除きます。） 

(2) 主要な取引先の取締役、執行役若しくは従業員、又はこれらの者の親族ではないこ

と（「主要な取引先」とは、過去 5年間の当社の連結売上高の平均の 2％を超える金

額の取引を、当社との間で行う取引先（仕入先等を含むが、これに限らない。）を意

味し、以下同様とします。） 

(3) 当社及び主要な取引先の外部アドバイザー又はその親族ではないこと 

(4) 当社の代表取締役が取締役を兼任している会社の取締役、執行役、従業員若しくは

外部アドバイザー、又はこれらの者の親族ではないこと 

以上 



 

 

別紙 2 独立委員会の委員の氏名及び略歴 

 

 

片 岡 一 郎 （かたおか いちろう） 

大正 13 年生まれ 

 

昭和 32 年 4 月 慶應義塾大学経済学部助教授 

昭和 39 年 4 月 慶應義塾大学商学部教授 

昭和 53 年 4 月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 

平成 元年 4月 慶應義塾大学名誉教授（現在に至る） 

平成 2 年 4 月 流通科学大学学長就任 

平成 10 年 5 月 流通科学大学名誉教授（現在に至る） 

 

 

向 井 千 杉 （むかい ちすぎ） 

昭和 22 年生まれ 

 

昭和 50 年 4 月 東京地方裁判所判事補 

昭和 62 年 4 月 名古屋地方裁判所判事、名古屋高等裁判所判事職務代行 

平成 元年 4月 弁護士登録 西綜合法律事務所（現在に至る） 

平成 13 年 4 月 東京家庭裁判所調停委員 

平成 19 年 10 月 中央建設工事紛争審査会（国交省）特別委員（現在に至る） 

 

 

 

香 西 みどり（かさい みどり） 

昭和 30 年生まれ 

 

平成 6年  4 月 お茶の水女子大学生活科学部助手 

平成 11 年 4 月 お茶の水女子大学生活科学部助教授 

平成 18 年 12 月 お茶の水女子大学生活科学部教授 

平成 19 年 4 月 お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授（現在に至る） 

 

以上 



 

 

別紙 3 新株予約権の無償割当てを行う場合の概要 

 

1. 新株予約権付与の対象となる株主及びその割当条件 

 当社取締役会で定めて公告する基準日における 終の株主名簿に記載又は記録された株主

に対し、その所有株式（ただし、当社の保有する当社普通株式を除きます。）1 株につき 1 個

の割合で新株予約権を割当てる。 

 

2. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権 1個当たりの目的であ

る株式の数は 1株とする。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調整を

行うものとする。 

 

3. 割り当てる新株予約権の総数 

 割り当てる新株予約権の総数は、当社取締役会が当該新株予約権の無償割当てに関する決議

において別途定める数とする。当社取締役会は、割り当てる新株予約権の総数を超えない範囲

で、複数回にわたり新株予約権の割当てを行うことがある。 

 

4. 新株予約権の払込金額 

 無償とする。 

 

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1 円以上で当社取締役会が定める額

とする。 

 

6. 新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

 

7. 新株予約権の行使期間、行使条件及び取得条項等 

 新株予約権の行使期間、行使条件（大規模買付者及びその特別関係者若しくは共同保有者並

びに大規模買付者のために当社株式又は新株予約権を保有する者（以下、「非適格者」という。）

による権利行使は認められない旨の差別的行使条件を付すことがあり得る。）、取得条項（非適

格者か否かにより取得の有無等の取扱いが異なる可能性がある。）、その他必要な事項について

は、当社取締役会にて別途定めるものとする。 

 

8. 新株予約権証券 

 新株予約権に係る新株予約権証券は、発行しないものとする。 

以上 



 

 

別紙 4 当社株式・株主の状況（平成 25 年 3 月 31 日現在） 

 

1．発行可能株式総数 

普通株式 500,000,000 株 

2．発行済株式総数 

普通株式 117,463,685 株 

3．株主数 

45,306 名 

4．所有者別状況 

所有者区分 
株主数 

（名） 

所有株式数 

（百株） 

所有株式数割合

（％） 

金融機関 99 276,252 23.52 

証券会社 32 3,839 0.33 

その他の国内法人 487 487,826 41.53 

外国法人等 311 192,504 16.39 

個人その他 44,376 141,496 12.04 

自己名義株式 1 72,719 6.19 

合  計 45,306 1,174,636 100.00 

5．大株主（上位 10 名）の状況 

氏名又は名称 
所有株式数 

（百株） 

所有株式数割合

（％） 

公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団 79,043 6.72 

三菱商事株式会社 78,000 6.64 

伊藤忠商事株式会社 78,000 6.64 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 74,495 6.34 

株式会社安藤インターナショナル 40,000 3.40 

株式会社みずほコーポレート銀行 33,750 2.87 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 26,285 2.23 

小野薬品工業株式会社 24,604 2.09 

江崎グリコ株式会社 23,610 2.00 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口） 
22,206 1.89 

合  計 479,993 40.86 

（注）1．上記のほか当社所有の自己株式 72,719 百株（所有割合 6.19％）があります。 

2．上記大株主の内、創業家又は創業家に関係する株主は、公益財団法人安藤ス

ポーツ・食文化振興財団と株式会社安藤インターナショナルです。 

以上 


